
【コーポレートガバナンス体制（概要）】 

【適時開示体制の概要（模式図）】 

    ※ 監査企画部が情報開示体制を対象とした監査を行い、監査委員会に報告。 
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【開示事項の所管部署】 

・開示事項の管理、把握 

・開示資料の作成 

【情報開示総括責任者】 

（情報取扱責任者） 

・開示の要否・内容の判断 
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